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(57)【要約】
【課題】本発明は防火性能、耐火性能を必要とする建築
、構築物の外壁材の土台部に使用するスターターの取付
構造に関するものである。
【解決手段】パネルＡを縦張りにて施工する際に使用す
る少なくとも垂直平面状の固定面Ｃ１と、固定面Ｃ１の
上端を屋外側へ突出した載置面Ｃ２とから形成した長尺
状スターターＣを、パネルＡの働き幅Ｗの略中央近傍を
固定具βにて固定するスターターの取付構造である。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
パネルを縦張りにて施工する際に使用する少なくとも垂直平面状の固定面と、該固定面の
上端を屋外側へ突出した載置面とから形成した長尺状スターターを、パネルの働き幅の略
中央近傍を固定具にて固定することを特徴とするスターターの取付構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は防火性能、耐火性能を必要とする建築、構築物の外壁材の土台部に使用するス
ターターの取付構造に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、薄板状の表面材と裏面材にて合成樹脂発泡体からなる芯材をサンドイッチし、
端部に端面壁を形成したパネルが発明、考案されて上市されている。（例えば、特許文献
１、２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平９－１９５４１１
【特許文献２】特開平７－００３９９５
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら特許文献１、２のパネルを縦張りにて施工する際には、躯体の層間変形角
は規定値により１／２００以下であるが、帳壁や内外装材、設備等に相応の措置が講じら
れている場合に限って層間変形角は１／１２０以下まで緩和が認められている。このため
、パネルの層間変形によりパネル自体が破損しないように、パネルの下端部には働き幅が
９００ｍｍの場合には水切りとの隙間高さ＝働き幅９００／１２０＝７．５ｍｍ、働き幅
が６００ｍｍの場合には水切りとの隙間高さ＝働き幅６００／１２０＝５ｍｍの隙間を形
成する必要があった。しかしながら、その一般的施工は図１３～図１６に示すように、Ｌ
字型アングルのスターターＣを一般的に使用し、このスターターＣを土台部に取り付けた
水切りＢ上に載置して取り付けるために、地震等で建物が横揺れ（層間変形）してパネル
Ａが変位した場合に、図１５に示すようにパネルＡ長辺である片方だけが躯体に固定され
、他方のパネルＡ長辺が躯体に固定されていないために、パネルＡが躯体αの層間変形に
追従して変位し、水切りＢとスターターＣの強度がパネルＡより強力な場合には、パネル
Ａの端部Ａ１が図１６に示すようにスターターＣに押し付けられて破損、変形してしまう
ものであった。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明はこのような欠点を解決するために、パネルを縦張りにて施工する際に使用する
少なくとも垂直平面状固定面と、固定面の上端を屋外側へ突出した載置面とから形成した
長尺状スターターを、パネルの働き幅の略中央近傍を固定具にて固定するスターターの取
付構造を提供するものである。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明に係るスターターの取付構造によれば、（１）躯体が地震などの横方向の振動に
より変位した場合に、パネルの破損を防止出来る。（２）地震等の発生後でもパネル、ス
ターターの破損がないために補修の必要がない。（３）パネルが地震の横揺れに対して破
損なく追従出来るために、パネルが躯体より剥落することがない。（４）地震時にパネル
の破損がないために、躯体よりパネルが剥落することがない。（５）パネルの剥落による
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人身への危険性がない。等の特徴・効果がある。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本発明に係るスターターの取付構造の代表的一例を示す断面図である。
【図２】本発明に係るスターターの取付構造の代表的一例を示す説明図である。
【図３】本発明に係るスターターの取付構造の代表的一例を示す説明図である。
【図４】本発明に係るスターターの取付構造に使用するパネルの一例を示す断面図である
。
【図５】本発明に係るスターターの取付構造に使用するパネルの一例を示す部分拡大断面
図である。
【図６】本発明に係るスターターの取付構造に使用するパネルの一例を示す部分拡大断面
図である。
【図７】本発明に係るスターターの取付構造に使用するパネルの施工状態を示す部分拡大
断面図である。
【図８】本発明に係るスターターの取付構造に使用する水切りの一実施例を示す断面図で
ある。
【図９】本発明に係るスターターの取付構造に使用するスターターの一実施例を示す断面
図である。
【図１０】本発明に係るスターターの取付構造に使用するパネルの一例を示す説明図であ
る。
【図１１】本発明に係るスターターの取付構造に使用するパネルのその他の実施例を示す
断面図である。
【図１２】本発明に係るスターターの取付構造のその他の実施例を示す断面図である。
【図１３】本発明に係るスターターの取付構造のその他の実施例を示す断面図である。
【図１４】従来例を示す説明図である。
【図１５】従来例を示す説明図である。
【図１６】従来例を示す説明図である。
【図１７】従来例を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【実施例】
【０００８】
　以下に、図面を用いて本発明に係るスターターの取付構造の一実施例について詳細に説
明する。図１は本発明に係るスターターの取付構造の一実施例を示す断面図、図２、図３
は施工状態を示す説明図、図４はパネルＡの一例を示す断面図であり、表面材１と裏面材
２で合成樹脂発泡体からなる芯材３をサンドイッチし、幅方向の上下端部に雄型連結部４
と雌型連結部５を形成した長尺状のパネルＡである。また、図５（ａ）、（ｂ）はパネル
Ａの一例を示す部分拡大断面図、図６はパネルＡの一例を示す部分拡大断面図、図７はパ
ネルＡの施工状態を示す部分拡大断面図、図８は水切りＢの一実施例を示す断面図、図９
はスターターＣの一実施例を示す断面図である。なお、αは躯体、βは固定具である。
【０００９】
　さらに詳説すると、図４、図５（ａ）、（ｂ）、図６、図７に示すように表面材１は化
粧面ａの下端縁に表雄部１ａ、化粧面ａの上端縁に表雌部１ｂを形成したものであり、表
雄部１ａは表面材１の下端縁を屋内側に屈曲すると共に上方に延長した下縁６と、下縁６
と表面材１の下端部分よりなるカバー部７と、下縁６の先端を屋内側に屈曲した最奥縁８
と、最奥縁８の先端を下方に垂下した上縁９と、下縁６と最奥縁８と上縁９とからなる係
合溝１０と、上縁９の先端を屋内側に屈曲した当接縁１１と、下縁６とカバー部７と芯材
３よりなる突出片１２とから形成したものである。
【００１０】
　表雌部１ｂは表面材１の上端縁を屋内側に屈曲した段差片１３と、段差片１３の先端を
上方に突出した固定片１４と、固定片１４の途中を屋内側に窪ませた固定溝１５と、固定



(4) JP 2012-207482 A 2012.10.25

10

20

30

40

50

片１４の先端を屋内側に屈曲すると共に下方へ垂下した下片１６と、固定片１４と下片１
６とから形成した係合片１７と、下片１６の先端を屋内側に突出した当接片１８とから形
成したものである。
【００１１】
　裏面材２は、図４、図５（ａ）、（ｂ）、図６、図７に示すように下端縁に裏雄部２ａ
と上端縁に裏雌部２ｂを形成したものであり、裏雄部２ａは裏面材２の下端縁を屋外側に
屈曲した下側面１９と、下側面１９の先端を上方に屈曲した内側面２０と、下側面１９と
内側面２０とから形成した嵌合面２１と、内側面２０の先端を屋外側へ屈曲した最奥面２
２と、最奥面２２の先端を下方に垂下した外側面２３と、内側面２０と最奥面２２と外側
面２３とから形成した嵌合溝２４と、外側面２３の先端を屋外側へ屈曲した当接面２５と
から形成したものである。
【００１２】
　裏雌部２ｂは裏面材２の上端縁を屋外側へ屈曲した上側辺２６と、上側辺２６の先端を
上方へ屈曲した内側辺２７と、上側辺２６と内側辺２７とから形成した段差２８と、内側
辺２７の先端を下方に折り返した外側辺２９と、内側辺２７と外側辺２９とから形成した
突出辺３０と、外側辺２９の先端を屋外側へ屈曲した当接辺３１とから形成したものであ
る。
【００１３】
　また、雄係合片３２は、表面材１の上縁９と当接縁１１と裏面材２の外側面２３と当接
面２５と芯材３とから形成されたものであり、雌係合溝３３は、表面材１の下片１６と当
接片１８と裏面材２の外側辺２９と当接辺３１と芯材３とから形成されたものである。な
お、図示しないが雄係合片３２と雌係合溝３３の芯材３部分には、芯材３充填時に芯材３
が外部に漏れ出さないようにサイドテープを形成するものである。
【００１４】
　１ｃは端部片であり、パネルＡの長手方向の左右端部の表面材１を屋内側へ屈曲したも
のである。なお、表面材１の端部をＬ字状に屈曲して端部片１ｃとすることも出来る。
【００１５】
Ｐはパッキング材であり、耐火性、防水性、気密性、等の向上のために形成したものであ
る。例えば定型で弾性のあるパッキング材Ｐとしては、例えばポリ塩化ビニル系、クロロ
プレン系、クロロスルホン化ポリエチレン系、エチレンプロピレン系、アスファルト含浸
ポリウレタン系、ＥＰＭ、ＥＰＤＭ等の一般的に市販されているものである。また、硬化
型のパッキング材Ｐ（シーリング材）としてはシリコーン系（反応硬化型、湿気硬化型）
、変成シリコーン系（反応硬化型）、ポリサルファイド系（反応硬化型）、ポリウレタン
系（反応硬化型、湿気硬化型）、ＳＢＲ系（乾燥硬化型）、アクリル系（乾燥硬化型）等
よりなるものであり、主に防水材、気密材等の機能として有用なものである。勿論、これ
らの成分中に無機材等の難燃材、あるいは耐火性、防火性を有する例えばポリリン酸アン
モニウム、水酸化アルミニウム、フェノール樹脂粒、カーボンブラック、グラファイト（
発泡、非発泡）等の難燃材を混入した耐火性のあるパッキング材を使用しても良いもので
ある。
【００１６】
　表面材１、または裏面材２は金属薄板、例えば鉄、アルミニウム、銅、ステンレス、チ
タン、アルミ・亜鉛合金メッキ鋼板、ガルバリウム鋼板、ホーロー鋼板、クラッド鋼板、
ラミネート鋼板（塩ビ鋼板等）、サンドイッチ鋼板（制振鋼板等）等、（勿論、これらを
各種色調に塗装したカラー板、エンボス加工板を含む）の一種をロール成形、プレス成形
、押出成形等によって各種形状に成形したものである。また、裏面材２としてはアルミニ
ウム蒸着紙、アスベスト紙、クラフト紙、アスファルトフェルト、金属箔（Ａｌ、Ｆｅ、
Ｐｂ、Ｃｕ）、合成樹脂シート、ゴムシート、布シート、石膏紙、水酸化アルミ紙、ガラ
ス繊維不織布等の１種、または２種以上をラミネートしたもの、あるいは防水処理、難燃
処理されたシート状物からなるものも使用出来るものである。
【００１７】
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　また、芯材３はポリウレタンフォーム、ポリイソシアヌレートフォーム、フェノールフ
ォーム、塩化ビニルフォーム、ポリエチレンフォーム、ポリスチレンフォーム、ユリアフ
ォーム等、の合成樹脂発泡体からなるものであり、例えばレゾール型フェノールの原液と
、硬化剤、発泡剤を混合し、表面材１、または裏面材２の裏面側に吐出させ、加熱して反
応・発泡・硬化させて形成したものである。また、芯材３中には各種難燃材として軽量骨
材（パーライト粒、ガラスビーズ、石膏スラグ、タルク石、シラスバルーン、水酸化アル
ミニウム等）、繊維状物（グラスウール、ロックウール、カーボン繊維、グラファイト等
）を混在させ、防火性、耐火性を向上させることもできる。
【００１８】
　Ｂは水切りであり、図８に示すように、略垂直平面状の固定面Ｂ１と、固定面Ｂ１の固
定面下端Ｂ４を屋外側へ傾斜して突出した傾斜面Ｂ２と、傾斜面Ｂ２の先端を下方に垂下
した化粧面Ｂ３とから形成した長尺状部材であり、図１に示すように躯体αの土台部下端
に形成するものである。
【００１９】
　その素材としては、例えば鉄、アルミニウム、銅、ステンレス、チタン、アルミ・亜鉛
合金メッキ鋼板、ガルバリウム鋼板、ホーロー鋼板、クラッド鋼板、ラミネート鋼板（塩
ビ鋼板等）、サンドイッチ鋼板（制振鋼板等）等、（勿論、これらを各種色調に塗装した
カラー板、エンボス加工板を含む）の金属製板材である。
【００２０】
　Ｃはスターターであり、図１に示すように土台部に形成した水切りＢ上に隙間Ｓを有し
て形成したものであり、垂直平面状の固定面Ｃ１と、固定面Ｃ１上端を屋外側へ屈曲して
突出した載置面Ｃ２と、固定面Ｃ１の固定面下端Ｃ３とから形成した長尺状部材である。
勿論、スターターＣはパネルＡが変形した場合に、その変形に追従して変形出来る程度の
強度と可撓性を有するものである。
【００２１】
　その素材としては、例えば鉄、アルミニウム、銅、ステンレス、チタン、アルミ・亜鉛
合金メッキ鋼板、ガルバリウム鋼板、ホーロー鋼板、クラッド鋼板、ラミネート鋼板（塩
ビ鋼板等）、サンドイッチ鋼板（制振鋼板等）等、（勿論、これらを各種色調に塗装した
カラー板、エンボス加工板を含む）の金属製板材である。
【００２２】
　そこで、本発明に係るスターターの取付構造の施工例について説明する。まず、図１に
示すように、図８に示すような長尺状の水切りＢを躯体αの土台部に固定具βを介して連
続状に固定する。
【００２３】
　水切りＢの施工が完了したら、図９に示すような長尺状のスターターＣを、水切りＢの
固定面下端Ｂ４から隙間Ｓの間隔を有して固定具βを介して躯体α上に連続状に固定する
。
【００２４】
　この場合、スターターＣの固定は図１０に示すようにパネルＡの働き幅をＷとすると、
固定具βの打設間隔はパネルＡの働き幅とする。すなわち、固定具βの打設位置は図２に
示すように働き幅Ｗの略中央近傍を固定するものであり、図面では働き幅Ｗの中心である
２／Ｗの位置に形成する。つまり、固定具βの打設位置は、ピッチが働き幅Ｗで打設位置
はパネルＡの働き幅Ｗの中央とするものである。勿論、働き幅ＷのピッチでスターターＣ
を固定するために、働き幅Ｗの幅が広くなりパネルＡの荷重が大きくなった場合にはＷ／
２の位置の左右近傍に２本の固定具βで固定したり、上下に２本の固定具βを形成したり
、また、働き幅Ｗの幅が狭くなりパネルＡの荷重が小さくなった場合場合にはＷ／２の位
置で固定ピッチを２Ｗ、３Ｗ等に形成することも出来るものである。
【００２５】
　また、層間変形角の規定値は１／２００以下であるが、帳壁や内外装材、設備等に相応
の措置が講じられている場合に限って層間変形角は１／１２０以下まで緩和が認められて
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いる。このため、隙間Ｓは働き幅Ｗが９００ｍｍの場合には隙間Ｓの高さｈ＝働き幅９０
０／１２０＝７．５ｍｍ、働き幅Ｗが６００ｍｍの場合には隙間Ｓの高さｈ＝働き幅６０
０／１２０＝５ｍｍとなる。勿論、この数値以上に隙間Ｓの寸法を大きく形成しておいて
も良い。
【００２６】
　このようにして形成された図２に示す壁体に対して、図３に示すようにパネルＡに対し
て層間変位追従性能試験を行うと、パネルＡは固定具βを中心にパネルＡが変位すること
になる。この変位に対応してスターターＣが変形する訳であるが、スターターＣと水切り
Ｂ間に形成した隙間Ｓにより、スターターＣがパネルＡの変位に沿って変形していくこと
が可能となり、パネルＡの端部Ａ１が変形することが無いものとなる。
【００２７】
　スターターＣの施工が完了したら、図４に示すようなパネルＡを図１に示すようにパネ
ルＡの端部Ａ１をスターターＣの載置面Ｃ２に載せ、次に図７に示すように雄係合片３２
を雌係合溝３３に挿入し、他端の雌型連結部５の固定溝１５を一定ピッチで固定具βによ
り躯体αに打設して固定する。このような工程を繰り返して行うことにより、パネルＡを
図１、図２に示すように縦張りにて施工完了するものである。
【００２８】
　以上説明したのは、本発明に係るスターターの取付構造の一実施例にすぎず、図１１（
ａ）～（ｅ）、図１２、図１３（ａ）、（ｂ）に示すように形成することも出来る
【００２９】
　すなわち、図１１（ａ）～（ｅ）はパネルＡのその他の実施例を示す断面図である。
【００３０】
　また、図１２は本発明に係るスターターの取付構造のその他の実施例を示す断面図であ
り、水切りＢを削除した取付構造である。
【００３１】
　また、図１３（ａ）、（ｂ）は本発明に係るスターターの取付構造のその他の実施例を
示す平面図であり、働き幅Ｗの幅が広くなりパネルＡの荷重が大きくなった場合等には（
ａ）図に示すようにＷ／２の位置の左右近傍に２本の固定具βで固定したり、働き幅Ｗの
幅が狭くなりパネルＡの荷重が小さくなった場合等には（ｂ）図に示すようにＷ／２の位
置で固定ピッチを２Ｗ、３Ｗ（図示せず）等に形成した取付構造である。
【符号の説明】
【００３２】
α　躯体
β　固定具
Ａ　パネル
Ａ１　端部
ａ　化粧面
Ｂ　水切り
Ｂ１　固定面
Ｂ２　傾斜面
Ｂ３　化粧面
Ｂ４　固定面下端
Ｃ　スターター
Ｃ１　固定面
Ｃ２　載置面
Ｃ３　固定面下端
Ｐ　パッキング材
Ｓ　隙間
１　表面材
１ａ　表雄部
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１ｂ　表雌部
１ｃ　端部片
２　裏面材
２ａ　裏雄部
２ｂ　裏雌部
３　芯材
４　雄型連結部
５　雌型連結部
６　下縁
７　カバー部
８　最奥縁
９　上縁
１０　係合溝
１１　当接縁
１２　突出片
１３　段差片
１４　固定片
１５　固定溝
１６　下片
１７　係合片
１８　当接片
１９　下側面
２０　内側面
２１　嵌合面
２２　最奥面
２３　外側面
２４　嵌合溝
２５　当接面
２６　上側辺
２７　内側辺
２８　段差
２９　外側辺
３０　突出辺
３１　当接辺
３２　雄係合片
３３　雌係合溝
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